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第
６
章　

国
際
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻 

　
　
　
　
　
―
―
市
民
向
け
の
国
際
法
入
門

　

佐
藤　

哲
夫

１　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
国
際
法

本
稿
の
目
的

　

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
開
始
さ
れ
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、
現
在
（
二
〇
二
二
年
五

月
八
日
）
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
お
り
、
膨
大
な
規
模
の
被
害
が
発
生
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
展

開
に
お
い
て
国
際
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
や
概
念
が
飛
び
交
っ
て
お
り
、
事
態
の
正
確
な
理
解
は
必
ず
し

も
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
て
、
本
稿
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
関
わ
る
主
要
な
国
際
法
上
の
論
点
・
争

点
の
解
説
を
体
系
的
か
つ
簡
潔
に
、
そ
し
て
わ
か
り
や
す
く
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

際
に
は
、
国
際
法
を
未
修
の
一
般
市
民
の
方
へ
の
国
際
法
入
門
を
意
図
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
国
際
法
の

基
本
的
事
項
の
説
明
も
加
え
て
い
ま
す
。

私
た
ち
に
期
待
さ
れ
る
見
方

　

国
際
法
や
国
際
組
織
な
ど
の
仕
組
み
は
、
平
和
と
秩
序
の
た
め
に
、
世
界
の
国
々
・
人
び
と
が
作
り
上

げ
て
き
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
主
権
国
家
が
併
存
す
る
国
際
社
会
の
分
権
的
な
構
造
が
も
た
ら
す
制
約

の
下
で
さ
ま
ざ
ま
な
欠
陥
や
限
界
を
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
対
し
て
適
切
な

対
応
が
取
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
際
法
や
国
際
組
織
の
失
敗
と
い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
の
失

・
・
・
・
・

敗・
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
国
際
法
や
国
際
組
織
の
正
確
な
実
像
を
理
解
し
、
改
善
の
視
点
を
持

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

つ・
こ
と
が
大
切
な
理
由
で
す
。

本
稿
に
つ
い
て

　

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
二
九
日
に
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
た
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Ｈ
Ｐ
Ｉ
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
用
し
て
行
っ
た
口
頭
説
明
を
文
章
化
し
た
も

の
で
す
。
口
頭
説
明
に
お
い
て
は
、
合
計
三
〇
分
ほ
ど
の
時
間
で
、
国
際
法
の
未
修
者
向
け
の
基
本
的
説

明
に
加
え
て
数
多
く
の
論
点
・
争
点
な
ど
を
扱
う
必
要
が
あ
っ
た
関
係
で
、
か
な
り
大
胆
に
単
純
化
し
て

説
明
し
ま
し
た
。
単
純
化
は
必
然
的
に
不
正
確
さ
や
誤
解
の
余
地
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
文
章
化
に
際
し

て
は
、
そ
れ
ら
を
排
除
す
る
た
め
の
説
明
を
ど
の
程
度
ど
の
よ
う
に
補
う
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
国
際
法
を
未
修
の
一
般
市
民
の
方
へ
の
国
際
法
入
門
を
意
図
し
て
お
り
、
短
時
間
で
全
体
の

概
略
を
把
握
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
事
後
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た
と
の
感
想
が
多
か
っ
た
こ
と
を

考
慮
し
て
、
口
頭
説
明
の
文
章
を
基
本
的
に
維
持
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
他
方
で
、
不
正
確
さ
や
誤
解

の
余
地
を
排
除
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
な
が
ら
も
、
口
頭
説
明
の
文
章
化
の
み
で
許
さ
れ
た
紙
幅
が

ほ
ぼ
尽
き
て
し
ま
い
、
補
足
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
り
、

本
稿
は
、
あ
く
ま
で
概
略
の
提
示
で
あ
っ
て
、
正
確
な
理
解
へ
の
誘
い
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
ご
留
意
く
だ

さ
い
。
な
お
、
本
稿
中
の
傍
点
は
、
引
用
内
の
も
の
を
含
め
、
す
べ
て
佐
藤
に
よ
る
も
の
で
す
。
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２　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
か
か
わ
る
三
つ
の
レ
ベ
ル
と
諸
問
題

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
ロ
シ
ア
の
主
張

　

最
初
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
基
本
的
事
実
を
確
認
し
ま
す
。
一
般
的
な
報
道
事
実
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ

ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
境
に
大
規
模
な
軍
隊
を
集
結
さ
せ
、
軍
事
侵
攻
を
開
始
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

ロ
シ
ア
の
主
張
で
す
が
、
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
り
国
連
に
提
出
さ
れ
た
文
書
（S/2022/154

）
に
添
付
さ
れ

た
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
五
日
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
演
説
を
読
む
と
、
二
つ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
第
一
は
、
自
衛
権
の
行
使

・
・
・
・
・
・

で
あ
り
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
東
方
拡
大
は
ロ
シ
ア
に

と
っ
て
脅
威
で
あ
り
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
と
の
主
旨
で
す
。（「〔
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
〕
さ
ら
な
る
拡
大
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
領
土
の
軍
事
化
は
我
々
に
は
受
け
容
れ
が
た
い
。」）

　

第
二
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
ド
ン
バ
ス
地
域
の
人
び
と
の
保
護

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
あ
り
、
キ
ー
ウ

・
・
・

（
キ
エ
フ
）

・
・
・
・

政
権
に

・
・
・

よ
る
集
団
殺
害

・
・
・
・
・
・

（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）

・
・
・
・
・
・
・

か
ら
救
う

・
・
・
・

と
の
主
旨
で
す
。（「
こ
の
目
的
は
、
キ
ー
ウ
政
権
に
よ
る
八
年
間
に

お
よ
ぶ
虐
待
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
受
け
て
き
た
人
び
と
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。」）

　

し
か
し
、
こ
の
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
報
道
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
な
る

口
実
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
に
お
け
る
法
的
関
係

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
レ
ベ
ル
・

場
面
を
区
別
し
て
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

第
一
は
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
二
国
間
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
す
。
第
二
は
、
米
欧
諸
国
や
日
本
、
中
国
な
ど
を

含
む
第
三
国
の
対
応

・
・
・
・
・
・

で
す
。
そ
し
て
第
三
は
、
国
際
連
合
な
ど
の

国
際
組
織
や
国
際
制
度
と
い
う
、
国
際
社
会
に
お
け
る
組
織
化
さ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

れ
た
仕
組
み

・
・
・
・
・

で
す
。
こ
う
し
て
、
現
代
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
二
国
間
で
の
関
係
の
展
開
に
加
え

て
、
国
際
社
会
の
対
応
の
第
一
と
し
て
は
、
主
要
な
関
係
国
で
あ

る
第
三
国
の
対
応
を
、
ま
た
第
二
と
し
て
は
、
高
度
に
組
織
化
さ

れ
た
国
際
的
仕
組
み
の
展
開
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

以
下
で
は
、
最
初
に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
ご
と
に
、

ど
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
問
題
が
生
じ
る
か
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

し
て
、
全
体
像
を
示
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
問
題
を
簡
潔
に
見
て
い
き
ま
す
。

● ウクライナ侵攻をめぐる国際社会における法的関係 
 
【二国間関係】 

ロシア ⇒ ウクライナ 

【国際社会の対応（1）】 

第三国の対応      ↑   ↓ 

米欧諸国、日本、中国、その他  

【国際社会の対応（2）】 

組織化された仕組み   ↑   ↓ 

国際連合などの国際組織や国際制度
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【
二
国
間
関
係
】

　

ま
ず
二
国
間
関
係
で
す
。
ロ
シ
ア
に
よ
る
軍
事
侵
攻
は
武
力
攻
撃

・
・
・
・

と
言
え
ま
す
が
、
武
力
行
使
禁
止
原

・
・
・
・
・
・
・

則・
に
違
反
し
ま
す
。
ロ
シ
ア
は
自
衛
権
の
行
使

・
・
・
・
・
・

と
言
い
ま
す
が
、
そ

ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
侵
略
・
・

と
も
言
わ
れ

ま
す
が
、
侵
略
と
は
何
か
、
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ロ
シ
ア

の
攻
撃
が
無
差
別
攻
撃
に
な
る
と
と
も
に
、
戦
争
犯
罪

・
・
・
・

と
も
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
に
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
リ
ミ
ア
併
合
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
武
力
に
よ
る
領
土
併
合

・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
あ
り
、

国
際
法
上
、
無
効
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
軍
事
侵
攻
の
直
前
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
ロ

シ
ア
に
よ
る
独
立
承
認
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
他
国
の
一
部
領
土
の

・
・
・
・
・
・
・
・

国
家
承
認

・
・
・
・

は
、
国
際
法
上
、
違
法
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

● 【二国間関係】 
 

ロシア ⇒ ウクライナ 

 ロシアによる軍事侵攻 
――・武力攻撃（武力行使禁止原則） 

・（個別的）自衛権 
・侵略 
・戦争犯罪 

 （2014 年）ロシアによるクリミア併合 
――・武力による領土併合：国際法上、無効 

 （2022 年）ウクライナ東部のロシアによる独立承認 
――・他国の一部領土の国家承認：国際法上、違法
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【
国
際
社
会
の
対
応
（
１
）―
―
第
三
国
の
対
応
】

　

次
に
日
本
を
含
む
、
米
欧
諸
国
な
ど
の
第
三
国
の
レ
ベ
ル
で
す
。
ま
ず
、

武
力
攻
撃
の
被
害
国
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
米
欧

諸
国
な
ど
の
第
三
国
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

・
・
・
・
・
・
・
・
・

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
ロ
シ
ア
と
の
全
面
戦
争
を
懸
念
し
て
、
控
え
て
い
ま
す
。

　

他
方
で
、
経
済
制
裁

・
・
・
・

が
広
範
に
科
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
法

的
根
拠
は
意
外
に
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
反
対
に
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
は
ロ
シ
ア
を
支
援

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

し
て
い
ま
す
。
そ
の
支・

援
内
容

・
・
・

次
第
で
は
、
ロ
シ
ア
が
侵
略
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

ベ
ラ
ル
ー
シ
も
同
様
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
国
際
社
会
の
対
応
（
２
）―
―
組
織
化
さ
れ
た
仕
組
み
】

　

最
後
に
、
国
連
な
ど
の
組
織
化
さ
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
に
つ
い
て
主
要
な
責
任
を
担
う
の
は
、
安
全
保
障
理
事
会
で
す
が
、
常
任
理

事
国
の
ロ
シ
ア
の
拒
否
権
の
た
め
に
機
能
不
全
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
拒
否
権
は
何
の
た
め

・
・
・
・
・
・
・
・

● 【国際社会の対応（1）：第三国の対応】 
 
ロシア ⇒ ウクライナ 

↑   ↓ 

米欧諸国・集団的自衛権の行使が可能 

――控えている

      ・（経済）制裁――法的根拠は何か
 ⇧ 

ベラルーシ・ロシアへの支援――侵略 
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に
あ
る

・
・
・

の
で
し
ょ
う
か
。

　

副
次
的
責
任
を
担
う
の
は
、
総
会
で
あ
り
、

「
平
和
の
た
め
の
結
集
決
議
」
に
基
づ
く
緊
急
特
別

会
期
に
お
い
て
決
議
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

内
容
と
意
義

・
・
・
・
・

は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

人
権
理
事
会

・
・
・
・
・

が
、
決
議
（A

/H
RC/RES/49/1

、

二
〇
二
二
年
三
月
四
日
）
を
採
択
し
て
、
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
よ
る
人
権
・
人
道
法
の
違
反
を

非
難
す
る
と
と
も
に
、
国
際
独
立
調
査
委
員
会
を

設
置
し
、
同
委
員
会
は
人
権
侵
害
の
調
査
・
証
拠

収
集
に
向
け
た
活
動
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

や
国
連
・
・

難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
市
民
の
死
者
数
や
避
難
民
数
の
公
表
を
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
飛
び
交
う
中
で
は
、
国
連
の
信
頼
で
き
る
情
報
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
応
の
基
礎
と
な

り
ま
す
。

● 【国際社会の対応（2）：組織化された仕組み】 
 

安全保障理事会（主要な責任） 

・ロシアの拒否権のために機能不全――拒否権の意義 
・総会の緊急特別会期開催を要請（2022 年 2 月 27 日決議）

総会（副次的責任） 

・「平和のための結集決議」に基づく緊急特別会期 
・2022 年 3 月 1 日決議採択――内容と意義 

人権理事会 

・決議採択（A/HRC/RES/49/1、2022 年 3 月 4 日） 
ロシアのウクライナ侵略による人権・人道法の違反を非難 
国際独立調査委員会を設置し、人権侵害の調査・証拠収集 

国連人権高等弁務官事務所 ウクライナにおける市民の死者数 

国連難民高等弁務官事務所 人道支援や避難民数の公表 
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国
際
裁
判
所
に
よ
る
対
応
が
同
時
並
行
的
に
進
ん
で
い
る
の
も
、
現
代
国
際
社

会
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。
国
際
司
法
裁
判
所

・
・
・
・
・
・
・

に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
る
提
訴
が

な
さ
れ
、
仮
保
全
措
置
の
指
示
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
活
動
の
即
時
停
止
の
命

令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
ま
す
。

　

国
際
刑
事
裁
判
所

・
・
・
・
・
・
・

で
は
、
早
く
も
二
月
の
う
ち
に
、
検
察
官
に
よ
る
捜
査
開
始

へ
の
手
続
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
を
含
む
多
数
の
締
約
国
か
ら
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
お
け
る
事
態
が
付
託
さ
れ
、
捜
査
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
関
係
で
は
、
三
つ

の
レ
ベ
ル
ご
と
に
、
数
多
く
の
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
簡
潔
に
見
て
い
き
ま
す
。

３　

国
際
法
に
か
か
わ
る
諸
問
題
の
個
別
解
説

国
際
法
の
基
本
―
―
国
際
法
の
未
修
者
向
け

　

個
別
の
問
題
を
見
る
前
提
と
し
て
、
国
際
法
の
未
修
者
向
け
に
、
若
干
の
基
本
的
説
明
を
し
ま
す
。

　

国
際
法
は
、
主
に
国
家
間
関
係
を
対
象
と
し
て
、
国
際
社
会
を
規
律
す
る
法
秩
序
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

国際司法裁判所 

・2 月 26 日：ウクライナによる提訴――仮保全措置指示申請
・3 月 16 日：仮保全措置指示の命令 ⇒ ロシアによる拒否 

国際刑事裁判所 

・2 月 28 日：検察官による捜査開始への手続開始 
・3 月 2 日：締約国からの付託 
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な
規
則
や
原
則
な
ど
を
含
み
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
規
則
や
原
則
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
成
立
・
存
在
す
る
の
か
と

言
え
ば
、
条
約
・
・

と
慣
習
国
際
法

・
・
・
・
・

と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
で
す
。
も
っ

と
も
、
具
体
的
な
規
則
や
原
則
の
内
容
は
、
条
約
規
定
と
慣
習
国
際
法
が
絡
み

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

合
う
形
で
存
在
す
る
こ
と
も
多
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
自
衛
権
で
言
え
ば
、
国
際
連
合
憲
章
（
以
下
、
国
連
憲
章
ま
た
は
憲
章
）
第
五

一
条
と
慣
習
国
際
法
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
り
ま
す
。

　

条
約
―
―
成
文
法

　

条
約
の
特
徴
は
、
成
文
法
、
つ
ま
り
文
章
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
二

国
間
条
約
や
多
数
国
間
条
約
（
例
え
ば
、
国
際
連
合
を
設
立
す
る
国
連
憲
章
で
あ
り
、
憲

章
第
二
条
四
項
が
含
ま
れ
ま
す
。）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
条
約
は
、
当
事
国
の
み

・
・
・
・
・

を
拘
束
す
る

・
・
・
・
・

の
が
原
則
で
あ
り
、
参
加
し
な
い
自
由
や
条
約
か
ら
脱
退
す
る
自

由
が
あ
り
ま
す
。

● 国際法の基本 
 
・国際法は、主に国家間関係を対象として、国際社会を規律する法秩序であり、様々な規則

や原則などを含む 
・これらの規則や原則は、どのような形態で成立・存在するのか 
 条約 
 慣習国際法 
・具体的な規則や原則の内容は、条約規定と慣習国際法が絡み合う形で存在することも多い 
 例：自衛権――憲章第 51 条 + 慣習国際法 
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慣
習
国
際
法
―
―
不
文
法

　

他
方
で
、
慣
習
国
際
法
の
特
徴
は
、
不
文
法
、
つ
ま
り
文
章
で
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
慣
習
法

は
、
国
々
の
実
行
・
・

が
定
着
す
る
こ
と
と
、
当
該
実
行
に
従
う
こ
と
が
法
規
則
で
あ
る
と
い
う
意
識
・
・

が
定
着

す
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
要
素
（
客
観
的
要
素
と
主
観
的
要
素
）
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
慣
習
国
際
法
は
す
べ
・
・

て
の
国
を
拘
束
す
る
一
般
法

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
す
が
、
こ
れ
は
条
約
が
当
事
国
の
み
を
拘
束
す
る
特
別
法
で
あ
る
こ
と
と

対
比
さ
れ
ま
す
。

　

問
題
は
、
慣
習
国
際
法
規
則
の
内
容
を
、
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
か

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
す
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
し

ば
し
ば
、
多
数
国
間
条
約
の
中
の
規
則

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

が
慣
習
法
化
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
憲
章
第
二
条
四
項
）
と
か
、
拘
束
・
・

力
の
な
い
総
会
決
議
の
中
の
規
則

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

が
慣
習
法
化
し
て
い
る
（
例
え
ば
、「
侵
略
の
定
義
」（
後
出
）
の
第
三
条
（
ｇ
））

と
理
由
づ
け
、
そ
れ
ら
の
明
文
規
定
を
適
用
し
て
い
ま
す
。

現
代
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
「
武
力
の
行
使
」
の
位
置
づ
け

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
個
別
の
問
題
を
見
て
い
き
ま
す
が
、
最
初
に
、
現
代
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
「
武

力
の
行
使
」
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
ま
す
。「
武
力
の
行
使
」
は
、
憲
章

・・
・
・
・
・

・

・
・

第
二
条
四
項
に
よ
り
、
原
則
と
し

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

て
禁
止

・
・
・

さ
れ
て
い
ま
す
。
認
め
ら
れ
て
い
る
例
外
は
、
二
つ
あ
り
ま
す
。
第
一
は
、
憲
章
第
七
章
に
基
づ

・
・
・
・
・
・
・
・
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く
軍
事
的
強
制
措
置

・
・
・
・
・
・
・
・

で
す
。
こ
れ
は
集
団
安
全
保
障
制
度
に
基
づ
く
も

の
で
、
違
法
な
武
力
行
使
な
ど
に
対
す
る
公
的
な
対
応
と
言
え
ま
す
。

第
二
は
、（
個
別
的
・
集
団
的
）

・・
・
・

・
・
・

自
衛
権
の
行
使

・
・
・
・
・
・

で
、
第
一
の
措
置
が
機
能

す
る
ま
で
の
私
的
な
対
応
で
す
。

　

そ
の
他
の
例
外
と
し
て
は
、
在
外
自
国
民
の
保
護
と
人
道
的
干
渉
が

主
張
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

武
力
行
使
禁
止
原
則

　

武
力
行
使
禁
止
原
則
を
規
定
す
る
憲
章
第
二
条
四
項
は
、
次
の
よ
う

に
端
的
に
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
加
盟
国
は

・
・
・
・
・
・
・
・

、
そ
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇

・
・
・
・
・
・
・

又・
は
武
力
の
行
使
を

・
・
・
・
・
・
・

、
い
か

な
る
国
の
領
土
保
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な

い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

。

● 現代国際法秩序における「武力の行使」の位置づけ 
 
・原則禁止：憲章第２条４項（武力行使禁止原則） 
 
・例外①：憲章第 7 章に基づく軍事的強制措置（集団安全保障制度）

――違法な武力行使などに対する公的な対応 
・例外②：（個別的・集団的）自衛権の行使 

――①の措置が機能するまでの私的な対応 
---------------------- 

・その他の例外の主張 
在外自国民の保護 
人道的干渉（保護する責任） 
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憲
章
第
五
一
条
―
―
個
別
的
お
よ
び
集
団
的
自
衛
権

　

他
方
で
、
自
衛
権
を
規
定
す
る
憲
章
第
五
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
、
武
力
攻
撃
（an arm

ed attack

）
が

発
生
し
た
場
合
に
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
ま
す
。（「
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
に
着
目
し

て
く
だ
さ
い
。）

こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
は
、

安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的

・
・
・

又・

は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
自
衛
権
の
行
使
に
当
っ
て
加
盟
国

が
と
っ
た
措
置
は
、
直
ち
に
安
全
保
障
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
措
置

は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
又
は
回
復
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
行
動

を
い
つ
で
も
と
る
こ
の
憲
章
に
基
く
権
能
及
び
責
任
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ
す
も
の

で
は
な
い
。

自
衛
権
の
発
動
要
件

　

自
衛
権
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
い
つ
の
段
階
で
発
動
で
き
る
の
か

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

、
で
す
。
三
つ
の
考
え
方
が
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あ
り
ま
す
。
第
一
は
、
文
字
通
り
、「
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
に
限
定
す
る

も
の
で
、
通
説
で
す
。
第
二
は
、
第
一
の
立
場
の
限
定
を
緩
め
て
、
急
迫
し
た
侵

害
へ
の
反
撃
と
い
う
形
で
の
先
制
的
な
攻
撃
を
認
め
る
も
の
で
、
少
数
説
で
す
。

　

第
三
は
、
二
〇
〇
二
年
に
当
時
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
ブ
ッ

シ
ュ
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
す
が
、
侵
害
が
急
迫
す
る
前
に
、
予

防
的
な
攻
撃
を
認
め
る
も
の
で
、
国
際
法
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
ア
メ
リ
カ
の

政
治
的
な
主
張
に
と
ど
ま
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
説
明

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
は
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
第
三

の
「
予
防
的
自
衛
」
に
相
当

・
・
・
・
・
・

・
・
・

し
、
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
は
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

自
衛
権
の
慣
習
法
上
の
要
件

　

さ
ら
に
、
自
衛
権
の
行
使
に
は
、
慣
習
法
上
の
要
件
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。
必
要
性
（
武
力
攻
撃
へ
の
対

応
と
し
て
他
の
選
択
肢
が
な
い
こ
と
）
や
均
衡
性

・
・
・

（
武
力
攻
撃
に
対
し
て
均
衡
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
）
で
す
。
ウ・

ク
ラ
イ
ナ
全
土
へ
の
攻
撃
と
政
権
転
覆
は
、
均
衡
性
を
遙
か
に
逸
脱
す
る
も
の

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
あ
り
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

● 自衛権の発動要件 
 
○：「武力攻撃が発生した場合」に限定される 
△：「先制的自衛」（本質的国益への急迫した侵害への反撃）
×：「予防的自衛」（2002 年、ブッシュ・ドクトリン） 
 
* プーチン大統領の説明は、「予防的自衛」に相当する 

NATO の東方拡大はロシアにとって脅威 
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侵
略
の
禁
止

　

ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
攻
は
侵
略
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
国
連
総
会
に
よ
り
一
九
七
四
年
に
コ
ン
セ
ン

サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
決
議
に
添
付
さ
れ
た
「
侵
略
の
定
義
」（A

/RES/30/3314 A
nnex

）
の
第
一
条
に
よ
れ

ば
、「
侵
略
と
は
、
一
国
に
よ
る
他
国
の
主
権
、
領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

又・
は
国
際

・
・
・

連
合
憲
章
と
両
立
し
な
い
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
武
力
の
行
使

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
あ
っ
て
、
こ
の
定
義
に
定
め
る
も
の
を

い
う
」
と
さ
れ
、
第
三
条
は
「
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
行
為
も
、
…
…
侵
略
行
為

・
・
・
・

と
さ
れ
る
」
と
し
て
、

「（
ａ
）
一
国
の
兵
力
に
よ
る
他
国
の
領
域
へ
の
侵
入
若
し
く
は
攻
撃
、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

…
…
軍
事
占
領
、

・
・
・
・

…
…
併
合
・
・

」
を

挙
げ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
こ
の
「
侵
略
の
定
義
」
は
安
保
理
に
よ
る
判
定
の
指
針
と
し
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

第
二
条
で
は
、
安
保
理
に
広
範
な
裁
量
を
認
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
衛
権
行
使
と
い
う
例
外
に
該
当

し
な
い
限
り
、
今
回
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
は
侵
略
の
中
核
的
事
例

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
考
え
ら
れ

ま
す
。

ベ
ラ
ル
ー
シ
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
支
援

　

こ
の
「
侵
略
の
定
義
」
の
第
三
条
に
は
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
支
援
内
容
を
想
定
し
た
よ
う
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な
規
定
も
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「（
ｆ
）
他
国
の
使
用
に
供
し
た
領
域
を
、
当
該
他
国
が
第
三
国
に
対

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

す
る
侵
略
行
為
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
国
の
行
為

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

」
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
ベ
ラ
ル
ー

シ
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
支
援
は
侵
略
行
為
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
点
を
、
よ
り
広
く
、
責
任
の
発
生
に
関
す
る
仕
組
み
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
も
国
連
総
会
に
よ
り
二

〇
〇
一
年
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
決
議
に
添
付
さ
れ
た
「
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
の
責
任

に
関
す
る
条
文
」（A

/RES/56/83 A
nnex

）
の
第
一
六
条
で
は
、「
他
国
に
よ
る
国
際
違
法
行
為
の
遂
行
を

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

支
援
・
・

又・
は
援
助
す
る
国
は

・
・
・
・
・
・
・

、
…
…
支
援
・
・

又・
は
援
助
に
つ
い
て
国
際
責
任
を
負
う

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

集
団
的
自
衛
権

　

欧
米
諸
国
な
ど
の
第
三
国
に
よ
る
支
援
・
対
応
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
集
団
的
自
衛
権

・
・
・
・
・
・

で
す
。
集
団
的

自
衛
権
の
現
代
的
理
解
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
り
、
他
国
を
援
助
す
る
権
利

・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
し
て
示
さ
れ
ま
し
た

（
一
九
八
六
年
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
）。
日
本
は
二
〇
一
五
年
の
平
和
安
全
法
制
で
、
憲
法
上
の
立
場
と
し
て
は
、

存
立
危
機
事
態
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
を
援
助
す
る
権
利
と
し
て
、
よ
り

制
限
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
ま
す
が
、
国
際
法
上
は
、
被
害
国
に
よ
る
援
助
の
要
請

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
い
う
乱
用
防
止
の

た
め
の
要
件
の
下
で
、
他
国
を
援
助
す
る
権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
す
。
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こ
う
し
て
、
欧
米
諸
国
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
軍
事
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
っ
と
も
、
核
兵
器
を

有
す
る
ロ
シ
ア
と
の
全
面
的
戦
争
の
危
険
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
隊
の
派
遣
や
飛
行
禁
止
区
域
の
設

定
な
ど
を
控
え
て
い
ま
す
。
集
団
的
自
衛
権
は
権
利
で
す
が
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
設
立
す
る
北
大
西
洋
条
約
の

第
五
条
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
締
約
国
間
に
お
い
て
、
共
同
防
衛
の
た
め
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
相
互
に

義
務
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
権
利
と
義
務
と
い
う
相
違
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
、
決
定

的
な
違
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

制
裁
（
経
済
制
裁
）
の
法
的
根
拠
は
何
か

　

現
在
、
欧
米
諸
国
な
ど
の
第
三
国
に
よ
る
対
応
の
柱
の
一
つ
は
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
経
済
制
裁

・
・
・
・

で
す
が
、

制
裁
の
法
的
根
拠
を
考
え
る
際
に
は
、
国
家
に
よ
る
単
独
・
独
自
の
制
裁

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

と
国
連
に
よ
る
集
団
的
制
裁

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と

を
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
連
に
よ
る
集
団
的
制
裁
は
、
憲
章
に
基
づ
く
「
非
軍
事
的
強
制
措
置
」
と
し
て
、
そ
の
合
法
性
に
問

題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
国
家
に
よ
る
単
独
・
独
自
の
制
裁
の
場
合
は
、
被
害
国
に
よ
る
加
害
国
に

対
す
る
「
対
抗
措
置
」
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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「
対
抗
措
置
」
と
は
何
か

　
「
対
抗
措
置
」
と
は
、
相
手
国
の
自
国
へ
の
違
法
行
為
を
や
め
さ
せ
る
た
め

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
、
相
手
国
に
対
す
る
違
法

・
・
・
・
・
・
・
・
・

行
為
を
と
る

・
・
・
・
・

こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
違
法
行
為
に
対
し
て
違
法
行
為
で
対
抗
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
に
引
い
た
、「
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
の
責
任
に
関
す
る
条
文
」
の
第
二
二
条
に
お
い
て
、「
他
国

に
対
す
る
国
際
義
務
に
合
致
し
な
い
国
の
行
為
の
違
法
性

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
、
そ
の
行
為
が
…
…
当
該
他
国
に
対
し
て
と

ら
れ
る
対
抗
措
置
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
…
…
阻
却
さ
れ
る

・
・
・
・
・

。」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
第
四
九
条
が
「
被
害
国
は

・
・
・
・

、
…
…
対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、

被
害
国
に
よ
る
対
抗
措
置
の
場
合
で
す
。

第
三
国
に
よ
る
単
独
・
独
自
の
対
抗
措
置

　

こ
う
し
て
、
欧
米
諸
国
な
ど
の
第
三
国
に
よ
る
制
裁
の
根
拠
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
第
三
国
に
よ
る
制

裁
は
、
一
般
に
、
安
保
理
が
対
応
で
き
て
い
な
い
場
合
に
問
題
と
な
り
ま
す
が
、
乱
用
の
危
険
に
鑑
み
て
、

賛
否
両
論
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
数
十
年
の
国
家
実
行
で
は
、
被
害
国
の
み
の
利
益
と
は
区
別
さ
れ

る
国
際
社
会
の
一
般
的
利
益
の
重
大
な
侵
害

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

の
場
合
に
は
、
第
三
国
に
よ
る
制
裁
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

動
き
（
例
え
ば
、
一
九
八
二
年
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
（
対
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）、
一
九
八
三
年
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
（
対
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ソ
連
）、
一
九
九
八
―
二
〇
〇
〇
年
コ
ソ
ボ
紛
争
（
対
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
）、
二
〇
一
一
年
―
現
在
シ
リ
ア
紛
争

（
対
シ
リ
ア
））
が
定
着
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
合
で
は
、
侵
略
・
・

、
集
団
殺
害

・
・
・
・

（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）

・
・
・
・
・
・
・

、
民・

間
航
空
機
へ
の
攻
撃

・
・
・
・
・
・
・
・

な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
国
際
法
上
の
専
門
用
語
で
は
、
対
世
的
義
務
や
強
行

規
範
な
ど
と
し
て
説
明
さ
れ
ま
す
。

安
全
保
障
理
事
会
（
主
要
な
責
任
）

　

国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
に
つ
い
て
主
要
な
責
任
を
担
う
安
全
保
障
理
事
会
の
機
能
は
、
第
一
に
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
機
能

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
意
見
の
交
換
、
国
際
社
会
の
趨
勢
の
提
示
）、
第
二
に
、
決
議
採
択
に
よ
る
行
動

・
・
・
・
・
・
・
・
・

実
施
の
機
能

・
・
・
・
・

か
ら
な
り
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
の
拒
否
権
の
た
め
に
機
能
不
全
と
な
り
、
総
会
の
緊
急
特
別
会

期
開
催
を
要
請
（S/RES/2623

（2022
）、
二
〇
二
二
年
二
月
二
七
日
）
し
ま
し
た
。

拒
否
権
と
は
―
―
憲
章
第
二
七
条
三
項

　

拒
否
権
と
は
、
安
保
理
の
表
決
手
続
を
規
定
す
る
憲
章
第
二
七
条
に
よ
れ
ば
、
二
項
が
「
手
続
事
項

・
・
・
・

に

関
す
る
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
は
、
九
理
事
国
の
賛
成
投
票
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
す
る
の
と
対
比

し
て
、
三
項
は
「
そ
の
他
の
す
べ
て
の
事
項

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
関
す
る
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
は
、
常
任
理
事
国
の
同
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意
投
票
を
含
む
九
理
事
国
の
賛
成
投
票

・
・
・
・

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
常
任
理
事
国
が
単
独

で
決
議
採
択
を
阻
止
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
棄
権
・
・

は
拒
否
権
の
行
使
で
は
な
い
と
す

る
慣
行
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

拒
否
権
の
正
当
化
根
拠

　

安
保
理
を
機
能
不
全
と
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
拒
否
権
は
何
の
た
め
に
あ
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

の
で

し
ょ
う
か
。
一
九
四
五
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
の
国
連
設
立
時
に
お
い
て
、
米
英
ソ
中
の
四
カ

国
は
、
拒
否
権
を
認
め
る
大
国
一
致
原
則
が
「
唯
一
の
実
行
可
能
な
方
法
」（
四
招
請
国
声
明
）
と
主
張
し
ま

し
た
が
、
こ
こ
に
は
次
の
二
つ
の
理
由
付
け
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

第
一
は
、
第
七
章
下
で
の
軍
事
的
強
制
措
置
の
負
担
と
責
任
を
担
う
こ
と

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
す
。
す
な
わ
ち
、
侵
略
国

を
撃
退
す
る
国
連
軍
を
派
遣
す
る
場
合
に
、
必
要
と
な
る
軍
隊
を
提
供
す
る
の
は
大
国
で
あ
り
、
そ
の
負

担
と
責
任
に
応
じ
た
特
権
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
二
は
、
第
三
次
世
界
大
戦
を
回
避
す
る
こ
と

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
す
。
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
対
し
て
、

仮
に
安
保
理
決
議
が
採
択
さ
れ
て
、
欧
米
主
体
の
多
国
籍
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
派
遣
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

ロ
シ
ア
軍
と
の
全
面
的
戦
争
の
危
険
が
生
じ
ま
す
。
実
際
、
過
去
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
戦
争

・
・
・
・

の
際
、
ソ
連
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の
欠
席
の
た
め
に
、
朝
鮮
国
連
軍
が
設
置
・
派
遣
さ
れ
ま
し
た
が
、
中
国
の
人
民
軍
の
参
戦
に
と
も
な
い
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
官
は
、
核
兵
器
使
用
を
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
進
言
し
、
解
任
さ
れ
た
と
い
う
記
憶

す
べ
き
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
核
兵
器
を
持
つ
大
国
を
相
手
に
す
る
と
き
に
は
、
軍
事
的
強
制
措
置
を
発
動
す
る
選
択
肢

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
事
実
上
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
拒
否
権
の
有
無
は
問
題
の
根
本
原
因
で
は
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

、
す
な
わ
ち
、

拒
否
権
に
批
判
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
、
核
兵
器
を
持
つ
大
国
間
の
全
面
的
戦
争
の
危
険
に
ど
の
よ
う
に

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

対
処
す
る
か

・
・
・
・
・

と
い
う
根
本
問
題
の
認
識
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。拒

否
権
の
乱
用
回
避
・
改
善
の
余
地
は
あ
る

　

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
拒
否
権
の
あ
り
方
に
問
題
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
に
、

国
連
憲
章
の
改
正
に
は
、
五
常
任
理
事
国
の
賛
成
が
必
要
（
憲
章
第
一
〇
八
条
）
で
あ
る
た
め
に
、
改
正
は

極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
で
す
が
、
近
年
で
は
、
集
団
殺
害
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）

や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
な
ど
に
安
保
理
が
対
応
す
る
際
に
、
自
発
的
な
拒
否
権
抑
制
を
求
め
る
動
き

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

が
活

発
化
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
総
会
は
拒
否
権
を
行
使
し
た
常
任
理
事
国
に
対
し
て
総
会
で
の
説
明
を
求
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め
る
趣
旨
の
決
議
を
採
択
し
ま
し
た
（A

/RES/76/262

、
二
〇
二
二
年
四
月
二
六
日
）。

　

ま
た
、
憲
章
第
六
章

・
・
・
・
・

（
紛
争
の
平
和
的
解
決

・
・
・
・
・
・
・
・

）
の
下
で
の
拒
否
権
の
適
用
を
排
除

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

す
れ
ば
、
事
実
調
査
や
調

停
な
ど
が
可
能
に
な
り
、
軍
事
的
強
制
措
置
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
前
で
の
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
可

能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

総
会
（
副
次
的
責
任
）

　

国
連
総
会
は
、「
平
和
の
た
め
の
結
集
決
議
」
に
基
づ
く
緊
急
特
別
会
期
に
お
い
て
、
決
議
（A

/RES/

ES-11/1

）
を
採
択
（
二
〇
二
二
年
三
月
二
日
、
賛
成
一
四
一
カ
国
、
反
対
五
カ
国
、 

棄
権
三
五
カ
国
（
中
印
含
））
し
ま

し
た
。
そ
の
主
要
な
内
容
と
し
て
は
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

・
第
二
条
四
項
に
違
反
す
る
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
強
く
非
難
（
主
文
二
項
）

・
ロ
シ
ア
の
武
力
行
使
の
即
時
停
止
と
無
条
件
の
撤
退
を
要
求
（
主
文
三
・
四
項
）

・
ド
ン
バ
ス
地
域
の
ロ
シ
ア
決
定
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
保
全
と
主
権
の
侵
害
（
主
文
五
項
）

　

こ
の
よ
う
に
、
軍
事
侵
攻
に
せ
よ
、
ド
ン
バ
ス
地
域
の
国
家
承
認
に
せ
よ
、
ロ
シ
ア
の
行
為
が
国
際
法

に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
国
際
社
会
の
認
識
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る

国
際
社
会
の
対
応
に
お
い
て
、
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）

　

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
家
間
の
紛
争

・
・
・
・
・
・

を
扱
う
裁
判
所
で
す
。

　

そ
の
決
定
は
、
最
初
に
仮
保
全
措
置
指
示

・
・
・
・
・
・
・

の
命
令
が
出
さ
れ
、
次
に
管
轄
権

・
・
・

の
有
無
が
確
定
さ
れ
、
管

轄
権
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
最
後
に
本
案
判
決

・
・
・
・

が
出
さ
れ
ま
す
。
管
轄
権
は
裁
判
を
行
う
権
限
を
意
味
し
、

紛
争
両
当
事
国
の
同
意
・
・

が
必
要
で
す
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
二
月
二
六
日
に
提
訴
す
る
と
と
も
に
、
ま
ず
仮
保
全
措
置
指
示
を
申
請
し
ま
し
た
が
、

管
轄
権
の
根
拠
と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
両
国
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
集
団
殺
害
の
防
止

・
・
・
・
・
・
・

及・

び・
処
罰
に
関
す
る
条
約

・
・
・
・
・
・
・
・

（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
）
の
第
九
条
に
基
づ
く
も
の
で
し
た
。
同
条
は
、
条
約
の
解

・
・
・
・

釈
・
適
用
・
履
行
に
関
す
る
紛
争

・

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

を
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
付
託
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

二
〇
二
二
年
三
月
一
六
日
仮
保
全
措
置
指
示
の
命
令

　

ロ
シ
ア
は
裁
判
所
で
の
口
頭
手
続
へ
の
不
参
加
を
決
め
ま
し
た
が
、
裁
判
所
は
迅
速
に
対
応
し
て
、
三

月
一
六
日
に
仮
保
全
措
置
指
示
の
命
令
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
三
点
で
す
。

・
ロ
シ
ア
に
よ
る
軍
事
活
動
の
即
時
停
止

・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
一
三
対
二
）

・
ロ
シ
ア
が
指
揮
・
支
援
す
る
部
隊
な
ど
が
軍
事
活
動
を
し
な
い
こ
と
を
確
保

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

す
る
（
一
三
対
二
）
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・
両
当
事
者
は
紛
争
悪
化
の
行
為
を
控
え
る
（
全
会
一
致
）

　

裁
判
所
の
暫
定
的
な
判
断
で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
一
条
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
防
止
・
処
罰
の

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・

た
め
に
軍
事
活
動
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
お
ら
ず

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
そ
の
よ
う
な
軍
事
活
動
の
対
象
と
さ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

れ
な
い
権
利

・
・
・
・
・

を
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
基
づ
い
て
有
し
て
い
る
、
と
い
う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
主
張
は
、
一
応
・
・

成
り
立
ち
得
る
（
主
文
六
〇
）。
し
か
し
、
本
決
定
は
、
管
轄
権
の
問
題
を
予
断
す
る
も
の
で
は
な
い
（
主
文

八
五
）
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
は
、
裁
判
所
に
は
管
轄
権
が
な
い
と
し
て
、
措
置
の
実
施
を
拒
否

し
て
い
ま
す
。

判
決
の
履
行

　

国
連
憲
章
第
九
四
条
は
、
判
決
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
、
相
手
方
当
事
国
は
、
安
保
理
に
訴
え
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
が
安
保
理
の
常
任
理
事
国
で
あ
り
、
拒
否
権
を

有
し
て
い
る
た
め
に
、
判
決
の
執
行
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。

　

軍
事
力
が
国
々
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
分
権
的
な
構
造
の
国
際
社
会

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
お
い
て
は
、
判
決
の
執
行
と

・
・
・
・
・
・

い
う
公
的
な
実
力
行
使

・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
お
い
て
も
、
大
国
の
協
力

・
・
・
・
・

は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
制
約
の
下
に
お
か

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）

　

国
際
刑
事
裁
判
所
は
、
国
家
で
は
な
く
、
個
人
に
よ
る
犯
罪

・
・
・
・
・
・
・

を
扱
う
裁
判
所
で
す
。

　

訴
追
の
対
象
と
な
る
犯
罪

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
、
次
の
四
つ
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
集
団
殺
害
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）
犯
罪
は
、
集
団
自
体
を
破
壊
す
る
意
図
を
要
件
と
し
ま
す
。

・
人
道
に
対
す
る
犯
罪

・
・
・
・
・
・
・
・

は
、
文
民
へ
の
広
範
ま
た
は
組
織
的
な
攻
撃

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

を
要
件
と
し
ま
す
。

・
戦
争
犯
罪

・
・
・
・

は
、
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

を
要
件
と
し
ま
す
。
文
民
へ
の
攻
撃
は
禁
止
さ
れ
ま
す

が
、
付
随
的
被
害
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
侵
略
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
国
に
よ
る
侵
略
行
為
、
当
該
行
為
が
国
連
憲
章
の
明
白
な
違
反
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
実
質
的
な
指
導
者
に
よ
る
計
画
・
実
行
と
い
う
三
点
を
要
件
と
し
ま
す
。

　

訴
追
対
象
と
な
る
人
は

・
・
・
・
・
・
・
・
・

、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
）
締
約
国
の
国

・
・
・
・
・

民
お
よ
び
締
約
国
の
領
域
で
犯
罪
を
行
っ
た
人

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
非
締
約
国
の
国
民
を
含
む

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

。）
で
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
―
―
非
締
約
国
だ
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
を
受
諾
す
る
宣
言

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
非
締
約
国
で
す
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
を
受
諾
す
る
宣
言
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
一
二
条
三
項
）

に
よ
り
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
一
日
以
降
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
内
で
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
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権
を
認
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
検
察
官
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
八
日
の
声
明
に
お
い
て
、
捜
査
開
始
へ

の
手
続
を
開
始
す
る
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
戦
争
犯
罪

・
・
・
・

と
人
道
に
対
す
る
犯
罪

・
・
・
・
・
・
・
・

の
訴
追
可
能
性
に

つ
い
て
十
分
な
基
礎
が
あ
る
と
の
見
通
し
を
示
し
ま
し
た
。（「
戦
争
犯
罪
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
言
わ
れ
る
も

の
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
犯
さ
れ
た
と
信
じ
る
合
理
的
基
礎
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。」）
し
か
し
、
侵
略
犯
罪

・
・
・
・

に

つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
管
轄
権
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
が
非
締
約
国
で
あ
る
た
め

に
、
今
回
の
事
態
に
対
し
て
は
管
轄
権
を
行
使
で
き
ま
せ
ん
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
一
五
条
の
二
、
五
項
）。

　

検
察
官
が
自
己
の
発
意
に
よ
り
捜
査
に
着
手
す
る
場
合
に
は
、
予
審
裁
判
部
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
そ
の
後
に
、
三
九
の
締
約
国
か
ら

・
・
・
・
・

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
事
態
が
付
託

・
・
・
・
・

（
三
月
二
日
声
明
）（
日
本
も

三
月
一
一
日
に
付
託
）
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
予
審
裁
判
部
の
許
可
は
不
要
・
・

に
な
り
、
捜
査
が
進
ん
で
い
ま

す
。国

際
刑
事
裁
判
所
は
、「
手
足
の
な
い
巨
人
」

　

国
際
刑
事
裁
判
所
は
、「
手
足
の
な
い
巨
人
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
法
執
行

機
関
が
存
在
し
な
い
の
で
す
。
こ
の
欠
落
は
、
加
盟
国
に
よ
る
協
力
義
務
に
よ
っ
て
代
替
・
補
完
さ
れ
る
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必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
八
六
条
に
よ
れ
ば
、「
締
約
国
は
、
こ
の
規
程
に
従
い
、
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に

あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
所
が
行
う
捜
査
及
び
訴
追
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
十
分
に
協
力
す
る
。」
と

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
争
違
法
化
の
国
際
法
秩
序
へ
の
波
及
効
果

　

ク
リ
ミ
ア
併
合
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
戦
争
違
法
化
の
国
際
法
秩
序
へ
の
波
及

効
果
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
現
代
国
際
法
に
お
い
て
は
、
戦
争
の
違
法
化
を
受
け
て
、
征
服
に
よ
る
領

域
取
得
や
、
強
制
に
基
づ
く
条
約
は
、
無
効
と
さ
れ
ま
す
。

　

領
域
取
得
の
権
原
と
し
て
の
征
服
の
否
認

・
・
・
・
・

は
、
国
連
総
会
に
よ
り
一
九
七
〇
年
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採

択
さ
れ
た
決
議
に
添
付
さ
れ
た
「
友
好
関
係
原
則
宣
言
」（
略
称
）（A

/RES/25/2625 A
nnex

）
の
第
一
原
則

一
〇
項
に
規
定
さ
れ
、
強
制
に
基
づ
く
条
約
の
効
力
の
否
認

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
第

五
二
条
に
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
違
法
な
戦
争
を
行
っ
た
指
導
者
個
人
を
処
罰
す
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

規
範
の
誕
生
は
、
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
所
（
対
独
）
や
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
（
対
日
）
の
先
例
を
踏
ま
え
て
、
国
際

刑
事
裁
判
所
規
程
の
第
八
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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人
民
の
自
決
権
―
―
政
治
的
地
位
を
自
由
に
決
定
す
る
権
利

　

ロ
シ
ア
の
主
張
で
は
、
人
民
の
自
決
権

・
・
・
・
・
・

が
強
調
さ
れ
、
独
立
を
認
め
る
国
家
承
認
の
正
当
化
の
根
拠
と

し
て
住
民
投
票

・
・
・
・

が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
由
付
け
は
単
な
る
口
実
と
言
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
に
お
い
て
は
、
政
治
的
地
位
を
自
由
に
決
定
す
る
権
利

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
し
て
理
解
さ
れ
る
自
決
権

の
担
い
手
と
し
て
の
「
人
民
」
と
は
誰
か

・
・
・

・
・
・
・

が
、
決
定
的
に
重
要
で
す
。
そ
し
て
、
現
代
国
際
法
（
例
え
ば
、

「
侵
略
の
定
義
」
の
第
七
条
）
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
植
民
地
制
度
、
人
種
差
別
制
度
、
外
国
支
配
の
下

に
お
か
れ
た
人
び
と
の
よ
う
な
、
帰
属
国
家
に
よ
る
抑
圧
・
弾
圧
が
存
在
す
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

こ
と
が
要
件
と
さ
れ
ま
す
。

そ
の
他
の
文
脈
で
は
、
分
離
独
立
は
認
め
ら
れ
ず
、
帰
属
国
家
・
・

（
ウ
ク
ラ
イ
ナ

・
・
・
・
・

）
の
領
土
保
全

・
・
・
・
・

が
優
先
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ロ
シ
ア
が
承
認
し
た
両
共
和
国
に
は
、
植
民
地
制
度
・
人
種
差
別
制
度
・
外
国
支
配
に
相
当
す
る
抑
圧
・

弾
圧
が
存
在
し
た
の
か
。
二
〇
一
四
年
に
ロ
シ
ア
が
ク
リ
ミ
ア
を
併
合
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
に
軍
事
介

入
す
る
前
に
、
そ
の
よ
う
な
報
道
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
言
え
ま
す
。
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（
二
〇
一
四
年
）
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
リ
ミ
ア
併
合
―
―
武
力
に
よ
る
領
土
併
合

　

二
〇
一
四
年
に
お
け
る
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
リ
ミ
ア
併
合
は
、
実
質
的
に
武
力
に
よ
る
領
土
併
合
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
二
〇
一
四
年
三
月
二
七
日
に
採
択
さ
れ
た
国
連
総
会
決
議
（A

/RES/68/262

：
賛
成
一
〇
〇
カ

国
、
反
対
一
一
カ
国
、
棄
権
五
八
カ
国
（
中
印
含
））
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
含
み
ま
す
。

・
ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
に
お
け
る
住
民
投
票
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
な
い
（
前
文
七
項
）

・
こ
の
住
民
投
票
は
有
効
で
は
な
く
、
自
治
共
和
国
の
地
位
を
変
更
す
る
基
礎
と
な
り
得
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
主
文
五

項
）

・
す
べ
て
の
国
に
、
自
治
共
和
国
の
地
位
の
い
か
な
る
変
更
も
承
認
し
な
い
よ
う
に
要
請
す
る

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
主
文
六

項
）

国
家
承
認

　

ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
一
部
で
あ
る
「
ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
」
お
よ
び
「
ル
ハ
ン
ス
ク
人
民
共
和

国
」
の
「
独
立
」
を
承
認
し
た
の
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
主
権
お
よ
び
領
土
の
一
体
性
を
侵
害
す
る
違
法
行

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

為・
と
言
え
ま
す
。

　

国
家
の
成
立
要
件
と
し
て
は
、
通
常
、
①
永
続
的
住
民
、
②
一
定
の
領
域
、
③
実
効
的
政
府
、
④
独
立
・
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外
交
能
力
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
国
家
承
認
に
つ
い
て
は
、
要
件
を
充
た
す
実
体
を
承
認
す
る
義
務

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
充
た
し
て
い
な
い
実
体
を
尚
早
に
承
認
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

。

（
二
〇
二
二
年
）
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
独
立
承
認
―
―
他
国
の
一
部
領
土
の
国
家
承
認

　

二
〇
二
二
年
三
月
二
日
に
採
択
さ
れ
た
国
連
総
会
決
議
（A

/RES/ES-11/1

：
賛
成
一
四
一
カ
国
、
反
対
五
カ

国
、
棄
権
三
五
カ
国
（
中
印
含
））
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
含
み
ま
す
。

・
ド
ン
バ
ス
地
域
の
ロ
シ
ア
決
定
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
保
全
と
主
権
の
侵
害

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
主
文
五
項
）

４　

今
後
に
向
け
て

　

以
上
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
め
ぐ
る
一
連
の
行
為
は
、
す
べ
て
国
際
法
に
違

反
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
分
権
的
な
構
造
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
大
国
に
よ
る
違
法
行
為
に
対
処

す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
違
法
行
為
を
合
法
な
も
の
と
認
め
る
こ
と
な
く
、

世
界
の
国
々
が
力
を
合
わ
せ
、
法
の
支
配
を
め
ざ
し
て
協
力
し
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
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《
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
》

・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
関
す
る
国
際
法
情
報
サ
イ
ト

 
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
（
二
〇
二
二
年
）
国
際
法
情
報
ペ
ー
ジ

 
https://internationallaw

.notion.site/2022-e18632203d8842e8a7af42756d1268eb
 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
国
際
法
関
連
情
報

 
http://w

w
w

.ham
am

oto.law
.kyoto-u.ac.jp/sonota/ukraine.htm

l#kokuren

・
武
力
行
使
禁
止
原
則
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
夫
（
二
〇
二
一
）「
国
際
法
秩
序
の
変
容
と
『
武
力
行
使
禁
止
原
則
』
の
課
題
―
―

戦
争
を
な
く
す
た
め
の
根
本
原
則
の
機
能
と
限
界
」
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
編
『
広
島
発
の
平
和
学
―
―
戦
争
と
平

和
を
考
え
る
13
講
』
法
律
文
化
社
、
二
一
二
―
二
三
一
頁

・
戦
争
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
夫
（
二
〇
〇
六
）「
国
際
法
か
ら
見
た
『
正
し
い
戦
争
』
と
は
何
か
―
―
戦
争
規
制
の
効
力
と
限

界
―
―
」
山
内
進
編
『「
正
し
い
戦
争
」
と
い
う
思
想
』
勁
草
書
房
、
二
三
三
―
二
六
一
頁

・
国
際
連
合
に
よ
る
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
夫
（
二
〇
二
二
）「
国
連
連
合
と
平
和
―
―
安
全
保
障
の
分
野
を
中
心
に
」
広

島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
編
『
ア
ジ
ア
の
平
和
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
有
信
堂
、
一
六
四
―
一
七
五
頁

・
国
際
連
合
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
制
度
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
夫
（
二
〇
二
〇
）「
国
際
連
合
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
制
度
の
理

論
と
実
際
―
―
ア
ジ
ア
の
事
例
を
主
な
素
材
と
し
て
」
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
編
『
核
兵
器
と
反
人
道
罪
の
な
い 

世
界
へ
』（
広
島
平
和
研
究
所
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
第
七
巻
、H

PI Booklet V
ol. 7

）
二
一
一
―
二
四
三
頁
（https://w

w
w

. 
hiroshim

a-cu.ac.jp/peace_j/category0016/2019-vol-7/
）

・
安
全
保
障
理
事
会
の
拒
否
権
制
度
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
夫
（
二
〇
〇
五
）『
国
際
組
織
法
』
有
斐
閣
、
一
八
三
―
一
九
一
頁


